
  
令和７年度 

第３回 四国地方整備局事業評価監視委員会 

審議結果（速報） 

 

 

 １２月５日に開催した『令和７年度 第３回 四国地方整備局事業評価監視委員会』

の審議結果（速報）につきまして、別紙のとおりお知らせします。 

 

 委員会資料は、後ほど四国地方整備局ＨＰに掲載します。 

 

トップページ → 事業関連情報 → 事業評価 → 令和７年度 

 

令和７年１２月５日 

国土交通省四国地方整備局 

 
 
【問い合わせ先】○：主たる問い合わせ先 

 

国土交通省 四国地方整備局 
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ＴＥＬ：０８７－８１１－８３０８（直 通） 
 



令和７年度 第３回 四国地方整備局事業評価監視委員会 

審議結果（速報） 

 

 

１．日 時 ：令和７年１２月５日（金） １４：００～１６：１０１６：００ 

 

２．会 場 ：高松サンポート合同庁舎 13階 災害対策室 

 

３．出席者 

委  員：上田委員長、浅川委員、岡田委員、森岡委員、山中委員 

 

  四国地整：局長、次長、次長兼総務部長、企画部長、河川部長、道路部長  

       港湾空港部長、営繕部長 他 

 

４．議事内容 

  ○対象事業一覧 

○事業再評価案件の重点化・効率化判定（第３回審議案件） 

○再評価（２件） 

   ・重信川水系直轄砂防事業 

・高知港海岸 直轄海岸保全施設整備事業 

○事後評価（３件） 

・一般国道 32号 猪ノ鼻道路 

・一般国道 56号 中村宿毛道路 

・一般国道 55号 高知南国道路 

  ○報告（３件） 

・土器川直轄河川改修事業 

   ・吉野川総合水系環境整備事業 

   ・那賀川総合水系環境整備事業 

 

 



５．審議・報告結果 

  〇事業再評価案件の重点化・効率化判定（第３回審議案件）について事務局（案）

が了承された。 

 

○再評価対象事業について審議し以下の結論を得た。 

     ・重信川水系直轄砂防事業 

「事業継続」とする事業者の判断は妥当である。 

 

・高知港海岸 直轄海岸保全施設整備事業 

「事業継続」とする事業者の判断は妥当である。 

 

○事後評価対象事業について審議し以下の結論を得た。 

・一般国道 32号 猪ノ鼻道路 

「今後の事後評価及び改善措置の必要性はない」とする事業者 

の判断は妥当である。 

 

・一般国道 56号 中村宿毛道路 

「今後の事後評価及び改善措置の必要性はない」とする事業者 

の判断は妥当である。 

 

・一般国道 55号 高知南国道路 

「今後の事後評価及び改善措置の必要性はない」とする事業者 

の判断は妥当である。 

 

○報告事項について、以下の報告を行った。 

  ・土器川直轄河川改修事業 

・吉野川総合水系環境整備事業 

     ・那賀川総合水系環境整備事業 

以 上                              


